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見晴台自治会 

 

発行･編集 見晴台自治会事務局 〒067-0042 江別市見晴台 54-5 見晴台自治会館 ℡011-385-2063 

 

５月８日（日）見晴台自治会総会開催 

見晴台自治会の第３６回定期総会を、５月８日(日)午前１０時から自治会館大広間で開催します。 

総会では、令和３年度の活動報告・収支決算報告を行い、令和４年度の事業計画案や収支予算案

などを審議します。 

新年度では、防災研修会、避難訓練、会館前花壇作り、交通事故防止・防犯意識の啓発活動、自

治会排雪、避難行動要支者避難支援及び緊急通報装置に係る活動、ふれあい市場、夏休みラジオ体

操会、見晴台新そば交流会、災害時に役立つ講座、健康に関する講座、（仮称）見晴台の集い、野

外活動バス旅行、夏祭り、公園レク＆焼き肉交流会、キャンドルナイトを計画しています。 

当日は、新型コロナウイルス感染症対策として間隔をあけて着席いただき、大広間が満席の場合

は和室も開放し、モニターで総会を中継し審議に加われるようにします。 

会員による十分な審議で、自治会活動に対する理解を深めていただき、より良い自治会活動に結

び付けていきたいと思っています。どうぞ、たくさんの皆様のご参加をお待ちしています。 

なお、出席の申込は不要です。出席される方は配布された「定期総会議案書」をご持参下さい。 

〔事務局〕 

 

合同役員会のご案内＝５月１５日新班長集合＝ 
５月１５日（日）自治会館において、新班長さんを含めた全役員による合同役員会を開催します。 

この合同役員会では、１３区を３部に分けて、これからの活動内容の説明や重要事項の打合せ、

資料、事務用品が渡される重要な会議です。 

  ①  ９時～  第１区～第５区 

  ② １１時～  第６区～第９区 

  ③ １３時～  第１０区～第１３区 

※当日欠席の場合は、当該区長に連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

2022(令和４)年 

5 月 よ 

だ り 
通算３２7号 

1日(土)  自治会だより発行  1６日(日)  三世代交流もちつき会(中止) 

７日(金) 19:00 運営委員会  21日(金) 8:30 自治会だより原稿締め切り 

９日(日)  新年交流会（中止）  2５日(火) 19:00 自治会だより編集会議 

13日(木) 10:00 むつみ会  2７日(木) 10:00 むつみ会 

15日(土) 8:30 資源回収  2９日(土) 9:00 自治会だよりほか配布 

 19:00 役員会   13:00 災害時のレシピ講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見晴台住民数 （令和4年4月1日現在） 

男性 2,061人 （前月比 14人減） 

女性 2,249人 （前月比 10人減） 

合計 4,310人 （前月比 24人減） 

 

〔５月の行事予定〕 
1日(日)  自治会だより発行  21日(土)  自治会だより原稿締切 

6日(金) 19:00 運営委員会   8:30 資源回収 

7日(土) 8:30 資源回収   10:00 にこにこ広場 

8日(日) 10:00 第36回定期総会  25日(水) 19:00 自治会だより編集会議 

12日(木) 10:00 むつみ会  26日(木) 10:00 むつみ会 

13日(金) 19:00 役員会  28日(土) 9:00～
10:00 自治会だよりほか配布 

15日(日) (三部制) 合同役員会  29日(日) 8:30 花壇苗植え、会館清掃 
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《自治会館新改築検討委員の募集を開始します》 

先月の自治会だよりで委員の構成、資格、応募要領をご案内しました自治会館の

新改築を検討する委員を次の要領で公募します。 

 

＜応募方法＞ 

〇【応募用紙】は自治会館事務室前に備えておきます。 

〇応募希望者は、用紙に以下の必要事項を記入し提出をお願いします。 

① 年代別グループ（A、B、C）の何れかを○で囲む。 

② 氏名、住所、電話番号を記入。 

⇨書き終えた応募用紙を二つに折り、事務局開設時など事務局員が在籍している

ときは、直接、事務局に提出してください。 

事務局開設日以外は、自治会館玄関前の郵便受けに投函してください。 

＜応募期間（応募用紙を提出する期間）＞ 

 ５月１４日（土）９:００～５月２５日（水）１６:００ 

 
 

子育てカラスの威嚇に注意！ 
カラスは普段積極的に人を襲うことはありませんが、繁殖期には卵やヒナを

守るため凶暴性を増すので注意が必要です。 

４月頃から巣作りが始まり、産卵・抱卵、孵化を経て、ヒナが巣立つ７月ま

での間は、巣に近づくと親鳥が威嚇行動を始め、人を攻撃することがあります

ので、むやみに巣に近づくことは避けましょう。 

万が一威嚇された場合は、なるべく背を向けずに後ずさりですぐにその場から離れましょう。

また、傘をさして頭を守ることや、両腕を真上に上げるなどで危険を回避できるようです。 

 昨年も、対雁小学校付近で襲われた例がありますので注意してください。 

   〔生活環境部〕 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

令和３年度 見晴台自治会館利用状況（令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

［目的別利用件数］ 

会  議 サークル 講  習 葬  儀 法  事 そ の 他 計 

86 104 0 0 0 3 193 

［部屋別利用件数］  ※１団体が複数利用する場合があります。 

大 広 間 洋  室 和  室 会 議 室 計 

146 2 37 20 205 
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見晴台支え合い見守りづくり㊷ 

多くの人に支えられて‥‥‥見晴台 
背丈より高い雪山が自治会館駐車場を占拠していましたが、ようやくアスファルトの地面が

顔を出し、春到来を感じられる季節となり、見晴台地区の対雁小学校では、市内で最も多い新

一年生を迎えて新学期をスタートしました。 

通学路から児童の声が聞こえるのは、ほっとします。朝、家の前を

通る小学生から「おはようございます！」と声をかけられ、「おはよ

う！」と返事を返すと、その日一日を元気に過ごせるパワーをもらっ

た感じになり嬉しくなります。 

社会生活の基本である“挨拶を交わす”ことは、学校に限らず、

各家庭や地域全体で醸成していくものです。子ども達の振る舞い

をみることで、社会的な教育力を測るバロメーターになるのでは

ないでしょうか。 

見晴台の地域社会インフラ（日々の生活を支える基盤）を考えると、多くの団体がそれを支

えていることに気がつきます。 

登下校の安全指導については、毎日、『いきいき行動隊』が担ってくれています。 

また、子どもの居場所づくりには、『にこにこ広場』が会館を使って活動しています。 

さらには、高齢者を対象にサロン的な場を提供しているのが『むつみ会』です。 

自治会としての活動も、実は、重要な地域社会インフラを担っていると言えます。 

見晴台自治会の規程には、次のように定められています。 

＜生活環境部＞ 

・道路環境の整備、保健衛生及び清掃、交通安全指導及び啓発、防犯及び火災予防、防犯

灯の設置及び維持管理、環境美化などに関すること。 

＜健康福祉部＞ 

・社会福祉、健康増進、災害時要支援事業及び緊急通報装置などに関すること。 

＜事業推進部＞ 

・会員相互の親睦・交流、子どもの健全育成、文化交流などに関すること。 

見晴台は、少しでも住みやすい街になることを願って、多くの方々に支えられています。 

〔事務局〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（江別市ホームページより） 

 

男性 
2,079

人 
（ 前

月比 
4 人

減） 

女性 

2,264

人 
（ 前

月比 
6 人

減） 

合計 
4,343

人 
（ 前

月比 
10人

減） 
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～【生活環境部から】～～～～～～～ 

花壇造成・会館清掃!!にご協力を 
5月29日（日）午前8時30分より 

日ごろから、私たち自治会員が活動の拠点として利用している自治会館前花壇への花苗の植え

付けと自治会館の清掃を行います。当日は雨天決行です。 

《花壇の花苗植え付け》 

花壇は各区ごとに場所が決まっていますので、区長、班長を中心に作業を

お願いします。なお、移植コテ、スコップ等はご持参ください。 

また、自治会の花壇については、１０月まで毎月１回土曜日を基本に午前

８時３０分から雑草取りなどの花壇整備を行いますので、皆さんの参加、協

力をお願いします。 

《自治会館の清掃》 

会館前花壇の花苗植え付けと同時に、自治会館の清掃を行いますので、

多くの皆様のお手伝いをお願いいたします。 

なお、雑巾、ゴム手袋についてはこちらで準備します。 

多くの皆様のお手伝いをよろしくお願いいたします。 

 

～【事務局から】～～～～～～～ 

新型コロナウイルス感染防止の対応で、自治会館

を利用する際に飲食を伴う活動については自粛のお

願いをしていました。まん延防止等重点措置が終了しましたが、その後も感染者減少

の傾向はみられず、北海道の発表ではＢＡ2 の感染も懸念されています。 

見晴台自治会でも、会館を利用する際には、引き続きの自粛をお願いします。今後の会館開放に

ついては、役員会で検討し変更があればお知らせしますので、ご理解ご協力をお願いします。 

 

５月の事務局開設日は、７日、１１日、１４日、１８日、２１日、

２５日、２８日の７日間です。（注）５月４日は祭日のため休みです。 

水曜日は午後１時～４時まで、土曜日は午前９時～１２時まで、事務局員が事務室に駐在して

います。会費納入のほか、自治会活動に関するご意見、ご相談なども受けていますので、気軽にお

立ち寄りください。 

 

  

 

 

  

 

５月事務局員駐在日 

飲食を伴う会館での活動 

 毎月第１、第３土曜日  

資源回収にご協力を！ 

見晴台自治会集団資源回収収益金報告 

４月（２日、１６日）分 

５６，１８０円になりました。 

 ご協力有難うございました。 


